
点検項目 点検事項
身体拘束等を行う場合の記録を行っていない

□ 該当

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月
に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための
指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定
期的な研修を実施していない

□ 未整備

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底
する

□ 未整備

虐待の防止のための指針の整備
□ 未整備

介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を
年1回以上実施

□ 未整備

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置
□ 未配置

業務継続計画未策定減算

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する特定施
設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非
常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当
該業務継続計画に従い必要な措置を講じる

□ 該当

（１）指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ
リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している
医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医
師（以下当該加算において「理学療法士等」という。）の助
言に基づき、当該施設の機能訓練指導員、看護職員、介護職
員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員
等」という。）が共同して利用者の身体の状況等の評価及び
個別機能訓練計画の作成を行っている

□ 実施 個別機能訓練

（２）個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生
活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練
指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に
提供

□ 実施

（３）⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を
３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機
能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必
要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること

□ 実施

個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月
に限り、算定。なお、理学療法士等の助言に基づき個別機能
訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは
可能。（利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直
した場合を除き、当該月の翌月及び翌々月は本加算を算定し
ない。）

□ 該当

生活機能向上連携加算（Ⅱ）及び個別機能訓練加算を算定し
ていない □ 該当

（１）指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ
リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している
医療提供施設の理学療法士等が、当該施設を訪問し、当該施
設の機能訓練指導員等が共同して、利用者の身体の状況等の
評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている

□ 実施 個別機能訓練計画

（２）個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生
活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練
指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に
提供

□ 実施

（３）⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を
３月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機
能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必
要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること

□ 実施

生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定していない

□ 実施

個別機能訓練加算を算定している場合には、１月につき１０
０単位での加算

□ 実施

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を
１人以上配置

□ 該当

利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以上
機能訓練指導員を配置 □ 該当

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の
職種の者が共同による利用者ごとに個別機能訓練計画を作成 □ 該当 個別機能訓練計画

開始時における利用者等に対する計画の内容説明 □ 実施

３月ごとに１回以上利用者に対する計画の内容説明、記録 □ 実施

訓練の効果、実施方法等に対する評価 □ あり

個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応
□ あり

実施時間、訓練内容、
担当者等の記録

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定
□ 該当

408　介護予防特定施設入居者生活介護費

点検結果

身体拘束廃止未実施減算

高齢者虐待防止措置未実
施減算

生活機能向上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓練加算（Ⅰ）

個別機能訓練加算（Ⅱ）

（自己点検シート） 408 介護予防特定施設入居者生活介護費（1/3）



点検項目 点検事項 点検結果

個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機
能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切か
つ有効な実施のために必要な情報を活用した場合

□ 該当

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者定める
□ 該当

利用者に応じた適切なサービス提供 □ 実施

下記①②の要件を満たす協力医療機関との間で、利用者の同
意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期
的（概ね月１回以上）に開催

□ 満たす

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護
職員が相談対応を行う体制を常時確保している □ 満たす

②事業所からの診療の求めがあった場合において、診療を行
う体制を常時確保している □ 満たす

協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の
病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催 □ 満たす

協力医療機関が①～②の要件を満たさない場合 □ 該当

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態に
ついて確認し情報を担当介護支援専門員に提供 □ 該当

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について
確認し情報を担当介護支援専門員に提供 □ 該当

定員、人員基準に適合
□ 該当

利用者について、当該事業所以外で口腔・栄養スクーリング加算
を算定していない

□ 該当

利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定し値）、
栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の
状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省（LIFE)に提出

□ 実施

必要に応じて特定施設サービス計画を見直すなど、指定特定
施設入所生活介護の提供に当たって、厚生労働省に提出する
情報その他指定特定施設入所生活介護を適切かつ有効に提供
するために必要な情報を活用している

□ 実施

利用者の同意
□ 該当

利用者の心身の状況、生活歴等の情報を入院先の医療機関に
提供した上で、利用者の紹介を行っている

□ 該当

当該医療機関に交付した文書の写しを介護記録等に添付して
いる

□ 該当

同月の同医療機関の再入院ではない
□ 該当

利用者総数のうち、日常生活に支障を来す症状又は行動があ
るため介護を必要とする認知症の者（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ
又はＭに該当）の占める割合が２分の１以上

□ 該当

認知症介護に係る専門的な研修（認知症介護実践リーダー研
修）を修了している者を対象者の数が２０人未満の場合は１
人以上、対象者が２０人以上の場合は、１に対象者の数が１
９を超えて１０又は端数を増すごとに１を加えた人数を配置
し、チームとして専門的な認知症ケアの実施

□ 該当

従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術
的指導の会議を定期的に実施 □ 該当

利用者総数のうち、日常生活に支障を来す症状又は行動があ
るため介護を必要とする認知症の者（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ
又はＭに該当）の占める割合が２分の１以上

□ 該当

認知症介護に係る専門的な研修（認知症介護実践リーダー研
修）を修了している者を対象者の数が２０人未満の場合は１
人以上、対象者が２０人以上の場合は、１に対象者の数が１
９を超えて１０又は端数を増すごとに１を加えた人数を配置
し、チームとして専門的な認知症ケアの実施

□ 該当

従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術
的指導の会議を定期的に実施 □ 該当

認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者を１名以上配置
し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施

□ 該当

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画の作
成及び研修の実施（実施予定も含む） □ 該当

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の
対応を行う体制を確保している □ 該当

協力医療機関その他の医療機関（以下この号において「協力
医療機関等」という。）との間で、感染症（新興感染症を除
く。）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発
生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応している

□ 該当

感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を
行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練
に１年に１回以上参加している

□ 該当

介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及び
まん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の
医療機関等における研修又は訓練の内容を含めたものとする

□ 該当

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

口腔・栄養スクリーニン
グ加算

科学的介護推進体制加算

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

協力医療機関連携加算

高齢者施設等感染対策向
上加算（Ⅰ）

個別機能訓練加算（Ⅱ）

若年性認知症入居者受入
加算

退居時情報提供加算

（自己点検シート） 408 介護予防特定施設入居者生活介護費（2/3）



点検項目 点検事項 点検結果

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に
１回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地
指導を受けている

□ 該当

介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及び
まん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の
医療機関による実地指導の内容を含めたものとする

□ 該当

利用者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談
対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している □ 該当

当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行っ
ている

□ 該当

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、
次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の
実施を定期的に確認している
㈠ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す
る機器（以下「介護機器」という。）を活用する場合におけ
る利用者の安全及びケアの質の確保
㈡ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
㈢ 介護機器の定期的な点検
㈣ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図る
ための職員研修

□ 該当

（２）(1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及
びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績がある □ 該当

（３）介護機器を複数種類活用している
□ 該当

（４）(1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等に
よる業務の効率化及びケアの質の確保並びに負担軽減につい
て必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施
し、及び当該取組の実施を定期的に確認する

□ 該当

（５）事業年度ごとに⑴、⑶及び⑷の取組に関する実績を厚
生労働省に報告する

□ 該当

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、
次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の
実施を定期的に確認している
㈠ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す
る機器（以下「介護機器」という。）を活用する場合におけ
る利用者の安全及びケアの質の確保
㈡ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
㈢ 介護機器の定期的な点検
㈣ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図る
ための職員研修

□ 該当

（２）介護機器を活用している
□ 該当

（３）事業年度ごとに⑵及び⑴の取組に関する実績を厚生労
働省に報告する

□ 該当

次の（１）又は（２）に該当

（１）介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が１００分の
７０以上 □ 該当

（２）指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、勤続
年数１０年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５
以上であること

□ 該当 　

指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施

□ 該当

定員、人員基準に適合
□ 該当

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）、（Ⅲ）を算定していない
□ 該当

介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が１００分の６０以
上 □ 該当

定員、人員基準に適合
□ 該当

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）及び（Ⅲ）を算定していな
い □ 該当

次の（１）、（２）、（３）のいずれかに該当

（１）介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が１００分の
５０以上 □ 該当

（２）看護・介護職員の総数のうち常勤職員の割合が１００
分の７５以上 □ 該当

（３）直接提供する職員の総数のうち勤続年数７年以上の職
員の割合が１００分の３０以上 □ 該当

定員、人員基準に適合
□ 該当

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定していな
い

□ 該当

外部サービス利用型にお
ける障害者等支援加算

知的障害又は精神障害を有する利用者の基本サービスの提供
にあたり、特に支援を必要とする者 □ あり

サービス提供体制強化加
算（Ⅰ）

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）

サービス提供体制強化加
算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加
算（Ⅲ）

高齢者施設等感染対策向
上加算（Ⅱ）

新興感染症等施設療養費

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）

（自己点検シート） 408 介護予防特定施設入居者生活介護費（3/3）


